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排水設備工事業者の指定制度について 

 

１．責任技術者の専属 

 

○ 堺市下水道条例 

第６条 市指定排水設備工事業者は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者     

を専属させなければならない。 

 

（１） A会社＝A責任技術者    B会社＝B責任技術者 

     C会社・・・責任技術者がいない場合、工事申請を行うこと及び承認又は検査を受けることが      

できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）責任技術者の工事業者登録 重複の禁止 
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２．責任技術者の更新について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市町村 
▲市町村 

堺市 

上下水道局 

① 試験・講習申込 

責任技術者登録更新申込 

 （５月） 

雇用・選任 

責任技術者登録 

② 講習修了証・責任技術

者証発行 

 （９月） 

※ 合格書は１０月に郵送 

会社 （工事業者） 
人 （責任技術者） 

③ 会社（工事業者）指定更新 

（１０月） 

大阪府 

下水道協会 
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３．排水設備工事業者（会社）の指定更新について 

 

○ 堺市指定排水設備工事業者等に関する規程 

第４条 指定業者は、条例第５条第３項の規定により指定の更新を受けようとするときは、指定有効期 

間の満了する年の９月１日から１１月３０日までの間に、堺市指定排水設備工事業者指定更新申請

書（様式第７号）に条例第５条の２第３項第１号から第５号までに掲げる書類及び第２条第５項に

掲げる書類を添えて上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）に申請しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．堺市上下水道局のホームページに記載 

 

 

11月 30日 

10 月

前年 １２月１日 

５年間 

本年１２月１日 

本日 局より更新 通知送付 

ここで更新

は不可。 

要 新規登録 

１２月１日以降 
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５．希望者は宅内の排水修繕対応業者としてホームページに記載 

 

 こちらにも対象として登録記載を希望される場合は、『ホームページ掲載申込書』を提出してください。 

 

 

  

※ 登録状況に変更があった場合は、必ず届出してください。 

通知・連絡が届かなかった場合、指定の登録に関わることがあります。 
 

○堺市下水道条例 

第５条の６ 市指定排水設備工事業者は、営業所の名称又は所在地その他管理者が別に定める事項に変

更があったとき、又は営業を休止し、休止後営業を再開し、若しくは営業を廃止しようとするとき

は、管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。 
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堺市指定排水設備工事業者遵守事項（堺市下水道条例第５条の５） 

 

① 指定証書を営業所の見やすい場所に掲出すること。 

② 工事又は修繕の申し込みを受けたときは、正当な理由なく拒絶し、又はその施工を怠らないこと。 

③ 第４条第１項に規定する排水設備に関する管理者の確認を受けていることを確認の上、工事に着手

すること。 

④ 第７条第１項に規定する検査の結果、工事が不完全であると認められた場合は、管理者の指定する期

間内に改修補正すること。 

⑤ 第７条第１項に規定する検査後、１年以内に生じた故障については、無償で修繕すること。ただし、

故障が不可抗力により、又は使用者の故意若しくは過失により生じた場合は、この限りでない。 

⑥ 市指定排水設備工事業者としての名義を他人に貸し、又は管理者の承認を受けた場合を除くほか、工

事の下請施工をしないこと。 

⑦ 管理者から請求があったときは、帳簿、帳票その他工事に関する記録を提出すること。 

⑧ 災害時における漏水の防止、復旧等について管理者からの要請を受けたときは、これに協力するこ

と。 

⑨ 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項                                           

 

 

 

堺市下水道条例 

※ 第４条第１項 排水設備（排水区域内及び排水区域外の者が他人の排水設備を使用して公共下水 

道に下水を排除する場合の排水区域内及び排水区域外の排水設備を含む。以下同じ。）の新設等

を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合

するものであることについて、管理者が定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出

し、管理者の確認を受けなければならない。 

※ 第７条第１項 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日

から５日以内にその旨を届け出て、市の検査を受けなければならない。 

 

 

参考 


